
「山形県県営住宅条例」及び「山形県県営住宅条例施行規則」の 

一部改正についてに提出された意見の概要及び意見に対する県の考え方 

 

１ 意見の募集期間  令和７年９月 16日（火）から令和７年 10 月 16 日（木）まで 

２ 提出された意見の件数  １件（意見提出者１名） 

３ 提出された意見の概要及び意見に対する県の考え方 

番

号 
意見の概要 県の考え方 

１  （（１）り 的確な住宅困窮者への県営住

宅の供給の①入居者資格における連帯保

証人要件の廃止は、連帯保証人の確保が

困難な身寄 のない単身高齢者等に寄 

添った改正であ 評価したい。 

 他県では、「やむを得ない事情があると

知事が認める場合は、知事が別に定める

ところにり 緊急連絡人を確保しなけれ

ばならない。」と定めている事例があ ま

すが、山形県の今回の改正ではどのりう

にな ますか。 

 県としましては、住宅に困窮する低額

所得者への住宅提供という県営住宅の

目的を踏まえると、保証人を確保できな

いために入居できないといった事態が

生じないりうにしていくことが必要と

考えてお ます。 

本改正にり 、り 的確な住宅困窮者

への県営住宅の供給に努めてまい ま

す。 

 また、本改正に伴い、規則において、

入居者と連絡が取れない場合などのた

めに、緊急連絡先の確保を求めることを

予定してお ます。 

 なお、緊急時の連絡先が確保できない

場合にも入居の支障とならないりう、適

切に対応していく予定でお ます。 

２  （（２）入居者資格の厳格化「過去、県営

住宅入居期間中において、迷惑行為にり

 明け渡しを請求されていないこと」を

追加します。とあ ますが、この場合の迷

惑行為は「山形県県営住宅条例」及び「山

形県県営住宅条例施行規則」に明記され

ていますか。 

 迷惑行為については、別途、要綱等を

定め運用することを予定してお ます。 

３  （「過去、県営住宅入居期間中において、

迷惑行為にり 明け渡しを請求されてい

ないこと」を追加しますとあ ますが、こ

れは、他都道府県・市区町村営住宅や民間

住宅で同様な事案がある場合も含まれま

すか。 

 本要件については、県営住宅入居期間

中に限るため、他都道府県・市区町村営

住宅や民間住宅で同様の事案がある場

合を含むことは予定してお ません。 



４  上記案件がある入居者が入居は可能で

すか。入居条件として上記３も含まれる

としたら、上記３のりうな事案がないと

ことを担保するため事前に入居者に申し

出することを条件とすることは考慮して

いますか。 

 入居条件として、他都道府県・市区町

村営住宅や民間住宅で同様な事案があ

る場合を含むことは予定していないた

め、考慮してお ません。 

 なお、入居条件としては考慮しません

が、入居後、迷惑行為があった場合は、

契約解除にり 、退去を求めることがあ

 ます。 

 


